
 

南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱 

平成２９年３月２８日 

告示第４３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部町規則第５１

号。以下「規則」という。）の規定に基づき、南部町家庭用発電設備等導入

推進補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、町内の住宅に家庭用発電設備等を導入する者に対して支

援を行うことにより、家庭用発電設備等の導入を推進し、分散型のエネルギ

ー供給構造の構築及び地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における太

陽光発電関連産業等を振興することを目的として交付する。 

（補助金の交付等） 

第３条 前条の目的の達成に資するため、別表第１欄に掲げる事業（以下「補

助事業」という。）を行う別表第２欄に掲げる者（以下「補助対象者」とい

う。）に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、別表第３欄に定める額とし、本補助金の総額に千円未満

の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。 

３ 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の４月１日から翌年３月３１日

までの間に交付決定を行う事業とし、かつ年度内に完成する事業とする。 

４ 本補助金の交付を受けることができる者は、申請時までに住所地における

税金及び納めるべき料金等（保育料、水道料、下水道使用料、農業集落排水

施設使用料、給食費）を滞納していない者とする。 

５ 本補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鳥取県産業

振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実

施にあたっては、県内事業者（同条例第２条第１項に規定する「事業者」の

定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所、その他名称の如何を問わ

ず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者。以下同じ。）



 

への発注に努めなければならない。 

（交付申請の時期等） 

第４条 申請者は、補助事業に着手する日（現地工事に着手する日をいう。）

までに南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付申請書（様式第１号）に

次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金事業計画書（様式第２号） 

(2) 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金収支予算書（様式第３号） 

(3) 別表第１欄に掲げる補助事業の対象となる設備（以下「対象設備」とい

う。）及び設置に係る費用の内訳が記載された契約書（リース契約書の写

しを含む。）及び見積書の写し又は対象設備付住宅売買契約書の写し 

(4) 対象設備の仕様を説明する資料の写しで、別表第１欄の要件を満たすこ

とが確認できるもの 

(5) 対象設備に係る設置工事着手前の現況写真 

(6) 対象設備に係る設置工事予定箇所の位置図 

(7) 誓約書兼同意書（様式第４号） 

(8) 寄付金その他の収入がある場合は、その内容が分かる書類の写し 

(9) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日

以内に行うものとする。 

２ 町長は、規則第６条第１項の規定により補助金の交付を決定し、規則第８

条第１項の規定により、申請者に交付の決定を通知しようとするときは、南

部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付決定通知書（様式第５号）により

通知するものとし、不交付としたときはその理由を付してその旨を通知する

ものとする。 

（申請事項の変更） 

第６条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者が、規則第１１条の規

定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとする

ときは、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金変更申請書（様式第６号）



 

に変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（変更承認） 

第７条 町長は、規則第１１条及び前条の規定により変更の申請があったとき

は、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町家庭用発電設備

等導入推進補助金変更承認通知書（様式第７号）により補助対象者に通知す

るものとし、不承認としたときはその理由を付して、その旨を通知するもの

とする。 

（実績報告等） 

第８条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して３０日以内又は当

該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、南部町家庭用発電設備等導入

推進補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて町長に報告

しなければならない。 

(1) 対象設備及び設置に要した経費の領収書及びその内訳書の写し 

(2) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅全体の

現況写真 

(3) その他町長が必要と認める書類 

２ 対象設備が、住宅用太陽光発電システムの場合は、前項に掲げる書類のほ

か次の書類を町長に提出しなければならない。 

(1) パワーコンディショナーの形状及び製造番号等を示す写真 

(2) 電力会社と電力受給契約を締結したことが分かる書類又は締結予定で

あることが分かる書類の写し（太陽光発電で発電した電気を全量自家消費

するため、電力受給契約を締結しない場合は不要） 

（交付額の確定） 

第９条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容

を審査し、適当であると認めたときは、規則第１９条の規定により、補助金

の交付額を確定し、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金額確定通知書（様

式第９号）を補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 町長は、前条の規定による補助金額確定通知後、南部町家庭用発電



 

設備導入推進補助金交付請求書（様式第１０号）による補助対象者の請求に

基づき、補助金を交付する。 

（財産処分の承認） 

第１１条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を

処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経

過したときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の期間を定めるに当っては、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間より短い期間を定め

てはならない。 

（交付決定の取消） 

第１２条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取消

した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付され

ているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（協力の要請） 

第１４条 補助対象者は、町が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握

しようとするとき、町の求めに応じて、これらの情報を町に報告するものと

する。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項

は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 南部町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱（平成２２年南

部町告示第４９号）は、廃止する。 

３ 南部町家庭用燃料電池導入促進事業費補助金交付要綱（平成２４年南部町

告示第５３号）は、廃止する。 

４ 南部町住宅用太陽熱利用機器設置費補助金交付要綱（平成２５年南部町告

示第８２号）は、廃止する。 

５ 南部町住宅用木質ペレットストーブ等購入費補助金交付要綱（平成２３年

南部町告示第４２号）は、廃止する。 

（経過措置） 

６ この要綱の施行の日の前日までに、附則第２項から第５項に掲げる要綱の

規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお、従前の例による。 

（失効日） 

７ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以

前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手

続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を

有する。 

附 則（平成２９年７月２１日告示第７９号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月６日告示第２９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日の前日までに、この要綱による改正前の南部町家庭用発

電設備等導入促進補助金交付要綱の規定によってなされた手続その他の行為

は、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２９日告示第２４号） 



 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第３８号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年８月２５日告示第８９号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和２年７月２０日から適用する。 

附 則（令和３年４月７日告示第５０号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年５月１７日告示第６７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の南部町家庭用

発電設備等導入促進補助金交付要綱の規定によってなされた手続その他の行

為は、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１４日告示第１７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年６月１７日告示第８６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月３日告示第２５号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年５月８日告示第７３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

１ 補助事業 ２ 補助対象者 ３ １件当たりの補助金額 

対象

設備 

内容 

１ 

住

宅

次のいずれの要件も満た

す住宅用太陽光発電システ

ム（以下「太陽光発電」とい

次のいずれの

要件も満たす者 

（１） 町内に

最大出力１kWあたり１０

０千円とし、１件当たり６

００千円を上限とする。た



 

用

太

陽

光

発

電

シ

ス

テ

ム 

う。）を導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） １件当たりの太陽電

池の最大出力の合計値（以

下、「最大出力」という。）

が１０kW未満の太陽光発

電で、日本工業規格、IEC

等の国際規格に適合して

いるもの。 

（３） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者で

あること。 

（４） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

（５） 電気事業者による再

生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０

８号。以下「再エネ特措法」

という。）に基づく固定価

格買取制度（以下「FIT」

という。）の認定又はFIP

（Feed in Premium）制度

の認定を取得しないこと。

（６） 平時において、導入

場所の敷地内で発電した

電力量の３０％以上を自

住所を有する

者（補助事業

の完了に伴い

町内に転入す

る者を含む。

以下同じ。）

のうち、町内

の住宅（店舗

等との併用住

宅を含む。以

下「住宅」と

いう。）に左

欄の太陽光発

電を導入する

者 

（２） 電力需

給契約を締結

済み、又は、

締結予定の者 

だし、補助対象者と同一の

代表者又は資本関係がある

事業者（以下「補助対象者

と同一とみなせる事業者」

という。）への発注に要す

る経費は含めないこと。 



 

家消費すること。 

（７） 発電した電気の自己

託送を行わないこと。 

同年度内、同施設に対し、

複数回使用しての増設は補

助対象外とする。 

次のいずれの要件も満た

す太陽光発電設備を搭載し

た太陽光発電一体型又は太

陽光発電搭載型カーポート

等（以下「カーポート」とい

う。）を導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 停電時に電力供給可

能とするシステム構築で

あること。 

（３） 再エネ特措法に基づ

くFIT又はFIP（Feed in 

Premium）制度の認定を取

得しないこと。 

（４） 平時において、導入

場所の敷地内で発電した

電力量の３０％以上を自

家消費すること。 

（５） 発電した電気の自己

託送を行わないこと。 

（６） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者であ

最大出力１kWあたり１０

０千円とし、１件当たりの

上限を６００千円とシステ

ム導入に要した経費から寄

付金その他の収入の額を控

除した額に３分の１を乗じ

て得た額のいずれか低い額

とする。ただし、補助対象

者と同一とみなせる事業者

への発注に要する経費は含

めないこと。 



 

ること。 

（７） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であること。

（８） 太陽光発電モジュー

ルとその他の部分（架台等）

は同一の事業者が導入する

こと。なお、カーポートの基

礎は、カーポートの柱を地面

に固定するための部分に限

る。 

２ 

家

庭

用

燃

料

電

池

シ

ス

テ

ム 

次のいずれの要件も満た

す家庭用燃料電池システム

（以下「家庭用燃料電池」と

いう。）を導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 経済産業省の民生用

燃料電池導入支援補助金

の補助対象設備として指

定されたもの、又は同等以

上の性能・品質であるこ

と。 

（３） 補助対象者が発注す

る業者は県内事業者であ

ること。 

（４） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

補助金の交付は、同一の住

町内に住所を

有する者のう

ち、住宅に左欄

の家庭用燃料電

池を導入する者

又は家庭用燃料

電池を所有し、

第三者に貸し付

けるリース契

約、賃貸借契約、

使用貸借契約

（無償の使用契

約）等を締結す

る者 

システム導入に要した経

費から寄付金その他の収入

の額を控除した額に２分の

１を乗じて得た額。ただし、

１件当たり１２０千円とす

る。 

リース契約等を締結する

場合の補助対象経費は、契

約の支払総額を基に算定す

る。 

ただし、補助対象者と同

一とみなせる事業者への発

注に要する経費は含めない

こと。 



 

宅について１回限りとする。

３ 

太

陽

熱

利

用

機

器 

次のいずれの要件も満た

す太陽熱利用機器を導入す

るもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 不凍液等を強制循環

する太陽熱集熱器と蓄熱

槽等から構成され、給湯に

利用するソーラーシステ

ム、又は自然循環式太陽熱

温水器であること。（太陽

熱以外の他の熱源と一体

となった機器も補助対象）

（３） 集熱面積は２m２以上

とする。 

（４） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者で

あること。 

（５） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

（６） JIS A ４１１２で規

定する太陽集熱器の性能

と同等以上の機能を有す

るものとすること。 

補助金の交付は、同一の住

宅について１回限りとする。

町内に住所を

有する者のう

ち、住宅に左欄

の太陽熱利用機

器を導入する者 

システム導入に要した経

費から寄付金その他の収入

の額を控除した額に３分の

２を乗じて得た額とし、２

００千円を上限とする。た

だし、補助対象者と同一と

みなせる事業者への発注に

要する経費は含めないこ

と。 

４ 次のいずれの要件も満た 町内に住所を 薪ストーブ等の本体及び



 

薪

ス

ト

ー

ブ

等 

す木質バイオマス熱利用機

器（以下「薪ストーブ等」と

いう。）を導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 木質燃料（薪、木質

ペレット、木質チップ等）

を利用し、発生した熱を利

用する機器（他の熱源と一

体となった機器も含む。）

（３） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者で

あること。 

（４） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

補助金の交付は、同一の住

宅について、住宅用木質ペレ

ットストーブ又は住宅用薪

ストーブ及び住宅用ペレッ

トボイラー又は住宅用薪ボ

イラーで各１回受けること

ができるものとする。 

有する者のう

ち、住宅に左欄

の薪ストーブ等

を導入する者 

煙突の購入に要した経費

（運送料、設置工事費用及

び付属品に係る費用を除

く。）から寄付金その他の

収入の額を控除した額に３

分の２を乗じて得た額と

し、２００千円を上限とす

る。ただし、補助対象者と

同一とみなせる事業者への

発注に要する経費は含めな

いこと。 

５ 

家

庭

用

蓄

電

次のいずれの要件も満た

す定置用リチウムイオン蓄

電システム（以下「蓄電池」

という。）を導入するもの。

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

町内に住所を

有する者のう

ち、住宅に左欄

の蓄電池を導入

する者 

＜再エネ特措法に基づく

FIT又はFIP（Feed in 

Premium）制度の認定を受け

ない太陽光発電システムと

接続する場合＞ 

蓄電容量１kWh当たり１



 

池

等 

（２） 蓄電容量が１kWh以

上の蓄電池部分と、インバ

ータ、パワーコンディショ

ナー等の電力変換装置を

備えたシステムとして一

体的に構成され、日本工業

規格、IEC等の国際規格に

適合していること。 

（３） １０kW未満の太陽光

発電と連携するものであ

ること。 

（４） ２０kWh以下である

こと。 

（５） 太陽光発電システム

と同時設置の場合は、蓄電

池の価格が１２．５万円／

kWh（工事費込み・税抜き）

以下となるよう努めるこ

と。 

（６） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者で

あること。 

（７） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

補助金の交付は、同一の住

宅について１回限りとする。

００千円を乗じて得た額と

し、６５０千円を上限とす

る。ただし、補助対象者と

同一とみなせる事業者への

発注に要する経費は含めな

いこと。 

＜再エネ特措法に基づく

FIT又はFIP（Feed in 

Premium）制度の認定を受け

る太陽光発電設備と接続す

る場合＞ 

蓄電容量１kWh当たり７

５千円を乗じて得た額と

し、４００千円を上限とす

る。ただし、補助対象者と

同一とみなせる事業者への

発注に要する経費は含めな

いこと。 

次のいずれの要件も満た

す電気自動車等充給電設備

町内に住所を

有する者のう

システム導入に要した経

費（複数の設備を設置した



 

（以下「V２H」という。）を

導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 電気自動車又はプラ

グインハイブリッド（以下

「電気自動車等」という。）

への充電及び電気自動車

等から分電盤を通じた住

宅への電力の供給が可能

なものであること。 

（３） １０kW未満の太陽光

発電システムと連携する

ものであること。 

（４） 補助対象者が発注す

る事業者は県内事業者で

あること。 

（５） 設置工事を行う事業

者は県内事業者であるこ

と。 

ち、住宅に左欄

のV２Hを導入

し、「とっとり

EV協力隊」の登

録を行う者 

場合は、その設置に要した

費用の総額）から寄付金そ

の他の収入の額を控除した

額に２分の１を乗じて得た

額とし、２００千円（電気

自動車等を同時に導入する

場合は５００千円）を上限

とする。ただし、補助対象

者と同一とみなせる事業者

への発注に要する経費は含

めないこと。 

６ 

省

エ

ネ

設

備

等 

次のいずれかの要件を満

たす高効率給湯器を導入す

るもの。 

（１） 電気ヒートポンプ給

湯器 

CO２を冷媒として使用

する空気熱源方式のヒー

トポンプ方式給湯器で、日

本工業規格（JISC９２２

町内に住所を

有する者のう

ち、住宅に左欄

の省エネ設備等

を導入する者 

システム導入に要した経

費（複数の設備を設置した

場合は、その設置に要した

費用の総額）から寄付金そ

の他の収入の額を控除した

額に２分の１を乗じて得た

額とし、１００千円を上限

とする。ただし、補助対象

者と同一とみなせる事業者



 

０）の性能表示があるもの

であって設置前において

使用に供されていないも

の。 

年間給湯保温効率又は

年間給湯効率が３．０以上

（ただし寒冷地仕様は２．

７以上）であること。 

従来の空調機器等に対

して３０％以上省CO２効

果が得られるものである

こと。 

（２） ヒートポンプ・ガス

瞬間式併用型給湯器 

熱源設備は電気式ヒー

トポンプと潜熱回収型ガ

ス機器と併用するシステ

ムで貯湯タンクを持つも

のであり、電気ヒートポン

プの効率が中間期のCOPが

４．７以上かつ、ガス機器

の給湯部熱効率が９４％

以上であること。 

従来の空調機器等に対

して３０％以上省CO２効

果が得られるものである

こと。 

への発注に要する経費は含

めないこと。 

定格出力が１００W以上

で、次のいずれの要件を満た

システム導入に要した経

費（複数の設備を設置した



 

す小型風力発電を導入する

もの。 

ア 強風時における安全対

策が施されているもの 

イ 騒音等への対策が施さ

れているもの 

ウ プロペラなどの回転部

に容易に人が接触するこ

とがないよう、人の手の届

かない高さに設置し、又は

周囲に柵を設ける等の措

置がとられているもの 

エ 設置前において使用に

供されていないこと。 

場合は、その設置に要した

費用の総額）から寄付金そ

の他の収入の額を控除した

額に２分の１を乗じて得た

額とし、７５千円を上限と

する。ただし、補助対象者

と同一とみなせる事業者へ

の発注に要する経費は含め

ないこと。 

７ 

HE

MS 

次のいずれの要件も満た

す家庭用エネルギー管理シ

ステム（以下、「HEMS」とい

う。）を導入するもの。 

（１） 設置前において使用

に供されていないこと。 

（２） 電気使用量を１時間

以内の間隔で測定し、１時

間以内の単位で１月以上、

１日以内の単位で１３月

以上のデータを蓄積でき

るものであること。 

（３） タブレット、スマー

トフォン、パソコン又は

HEMSに付随する専用モニ

町内に住所を

有する者のう

ち、住宅に左欄

のHEMSを導入す

る者 

システム導入に要した経

費から寄付金その他の収入

を控除した額。ただし、１

件あたり２０千円を上限と

する。 



 

ターにより、電力使用量を

表示できるものであるこ

と。 

（４） 空調、照明等の電化

製品への制御機能を有す

ること。 

８ 

電

気

自

動

車

等 

次のいずれの要件も満た

す電気自動車又はプラグイ

ンハイブリッド（以下「電気

自動車等」という。）を導入

するもの。 

（１） 車両の走行による想

定年間消費電力量をまか

なうことができる再エネ

発電設備と接続して、充電

を行うものであること。た

だし、再エネ発電設備を設

置できない場合、又は想定

年間消費電力量に対して

設備容量が不足する場合

については、その不足分に

ついて再エネ電力証書（グ

リーン電力証書及び再エ

ネ電力由来Jクレジット又

はいずれか一方）の購入又

は再エネ電力メニューか

らの調達を行っても可と

する。 

（２） 通信・制御機器、充

町内に住所を

有する者のう

ち、左欄の電気

自動車等を導入

する者 

蓄電容量の２分の１に４

０千円を乗じて得た額と

し、CEV補助金額を上限とす

る。 



 

放電設備又は充電設備と

合わせて外部給電が可能

な電気自動車等であるこ

と（「CEV補助金」の「補

助対象車両一覧」の銘柄に

限る。）。 

（注１） 各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。 

（注２） 集合住宅にあっては、１戸を１件（共用部分のみに係る場合は共

用部分を１件）として取り扱う。



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


